
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
在宅福祉サービス業務 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

高齢者が住み慣れた地域社会の中で自立した生活を営むことができるよ

う必要な福祉サービスを提供するもの。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

識別番号、8.家庭状況、9.親族関係、10.婚姻歴、11.住居状況、12.収入

状況、13.病歴、14.日常生活自立度、15.介護認定情報、16.障がい等認

定情報、17.利用している公的・非公的サービス、18.緊急連絡先、19.希

望するサービス 

記録範囲 
市内に居住する、概ね 65歳以上の高齢者で、在宅福祉サービスを利用し

ようとするもの。 

記録情報の収集方法 
包括支援センターが本人から提供を受けた基本情報及びアセスメントシ

ートによる。 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考 

地域支援事業：介護用品給付事業、介護手当給付事業、「食」の自立支

援事業、緊急通報システム事業、認知症高齢者等位置検索システム事業  

福祉サービス事業：軽度生活援助事業、福祉電話設置事業、高齢者寝具

乾燥及び洗濯事業、高齢者訪問理美容サービス事業、高齢者住宅改造助

成事業、高齢者日常生活用具給付等事業 



 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

徘徊のおそれのある認知症高齢者が行方不明になったときに、地域の支

援を得て早期に発見、保護できるよう、関係機関の支援体制を構築し、

高齢者の安全と家族等の支援を図ることを目的とする。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

家庭状況、8.意見・要望、9.顔写真、10.病歴、11.本人の特徴、12.過去

の徘徊歴、13.関係者連絡先、14.顔写真、15.介護認定情報・ケアマネー

ジャー、16.かかりつけ医療機関 

記録範囲 
市内に居住する高齢者等であって、認知症により徘徊のおそれのあるも

の。 

記録情報の収集方法 親族等からの申請による。 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

この事業の協力団体として登録を希望し、飯塚市認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク協力団体登録申請書を提出している団体。 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

□ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

■ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

認知症の人及びその家族等が地域で安心して生活することができる環境

の整備を目的として、認知症高齢者等個人賠償責任保険に加入するも

の。 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.住居状

況、7.意見・要望、8.介護認定情報、9.日常生活自立度 

記録範囲 

「飯塚市認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業」に登録してい

る、高齢者のうち、在宅、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以

上の者であり、認知症高齢者等個人賠償責任保険への加入を希望するも

の。 

記録情報の収集方法 本人及び親族からの申請による。 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

保険会社 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
災害時の避難支援、安否確認の基礎的資料 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.緊急連絡

先、7.かかりつけ医 

記録範囲 本人及び親族からの申請 

記録情報の収集方法 災害対策基本法及び地域防災計画に基づく対象者 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

自治会長、民生委員、警察 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
成年後見制度市長申立て業務 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

認知症等により判断能力が低下した高齢者の福祉を図ることを目的とす

る。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

本籍・国籍、8.家庭状況、9.親族関係、10.婚姻歴、11.住居状況、12.職

業・職歴、13.学業・学歴、14.資産状況、15.収入状況、16.納税状況、

17.課税状況、18.口座番号、19.病歴、20.診断書、21.介護認定情報、

22.障がい等認定情報、23.申立が必要な具体的な事情 

記録範囲 

飯塚市が福祉の措置の実施者である 65歳以上の者で、本人の配偶者又は

四親等内の親族による成年後見等開始の審判請求を行うことが見込まれ

ず、その福祉を図るため特に必要があると認めるもの。 

記録情報の収集方法 本人及び親族、関係者からの聞取り、並びに公的機関への照会 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

家庭裁判所へ提出 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

□ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

■ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
養護老人ホーム入所に関する事務 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

環境上及び経済的な理由により、在宅生活が困難となっている高齢者に

対し、老人福祉法に基づく施設入所の要否を判断し、生活全般の環境を

整える。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

家庭状況、8.親族関係、9.婚姻歴、10.住居状況、11.職業・職歴、12.資

産状況、13.収入状況、14.納税状況、15.課税状況、16.口座番号、17.意

見・要望、18.病歴、19.介護認定情報、20.障がい等認定情報、21.かか

りつけ医 

記録範囲 養護老人ホームへの入所申請者及びその親族。 

記録情報の収集方法 本人及び親族からの申請による。 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

養護老人ホーム 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
高齢者福祉相談業務 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
高齢者に対する福祉、介護、医療、生活等への相談対応 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.家庭状

況、7.親族関係、8.婚姻歴、9.住居状況、10.職業・職歴、11.資産状

況、12.収入状況、13.納税状況、14.課税状況、15.意見・要望、16.相談

内容、17.病歴、18.介護認定情報、19.障がい等認定情報、20.かかりつ

け医 

記録範囲 悩みを抱えている高齢者及びその親族、またはその支援者。 

記録情報の収集方法 本人及びその親族 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
事故報告一覧表 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護保険施設等の事故に関する事実確認及び指導等の資料とするため 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.利用事業所名、5.事業所所在

地、6.事故内容、7.入院先病院名、8.被保険者の要介護度、9.介護保険

被保険者番号 

記録範囲 
介護保険施設等から提出された事故報告書における事故の対象となった

被保険者および事故の状況と結果等 

記録情報の収集方法 事故報告書を提出する介護保険施設等からの収集 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
認知症初期集中支援事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を

配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

家庭状況、8.親族関係、9.婚姻歴、10.住居状況、11.職業・職歴、12.学

業・学歴、13.収入状況、14.相談内容、15.病歴、16.介護認定情報、17.

障がい等認定情報、18.日常生活自立度、19.生活歴、20.利用しているサ

ービス、21.緊急連絡先 

記録範囲 

在宅で生活している高齢者等で、認知症が疑われる人又は認知症の人で

以下のいずれかの基準に該当する人。 

・医療サービス、介護サービスを受けていない人、または中断している

人 

・医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状

が顕著なため、対応に苦慮している人。 

 

記録情報の収集方法 本人及びその親族、またはその支援者。 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

□ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

■ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護保険指定事業者等管理情報ファイル 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

介護保険指定事業者の基本情報を記録し、事業所の指定及び管理等を行

うため。 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.メールア

ドレス、7.職業・職歴、8.資格、9.事業申請者、10.事業管理者、11.法

人役員、12.介護支援専門員、13.介護支援専門員番号 

記録範囲 介護保険指定事業者の法人役員及び従業員 

記録情報の収集方法 
介護保険事業者から提出された指定申請書、変更届、その他指定事業所

からの情報 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

福岡県 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

■ 有     □ 無 

 介護保険法第 75 条第 1項、第 78 条の 5第 1項、第 82条第 1 項、

第 89条、第 99条第 1項、第 113 条第 1項、第 115 条の 5 第 1項、

第 115 条の 15 第 1項 

 

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護予防教室参加者名簿（委託実施分） 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護予防教室利用の受付管理 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.識別番

号、7.介護認定情報 

記録範囲 介護予防教室利用申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

介護予防教室受託事業者 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護予防教室参加者名簿（直営実施分） 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護予防教室利用の受付管理 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.識別番

号、7.介護認定情報 

記録範囲 介護予防教室利用申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
訪問型サービス A従事者研修修了証交付一覧 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

飯塚市訪問型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

第 43条第 3項に規定する研修を修了した者を把握するため 

記録項目 1.氏名、2.生年月日・年齢 

記録範囲 訪問型サービス A従事者研修修了者の指名及び生年月日 

記録情報の収集方法 飯塚市が実施する訪問型サービス A従事者研修の受講申込書 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護サービス相談員名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護サービス相談員への連絡、研修受講状況等管理を行うため。 

記録項目 1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.電話番号 

記録範囲 市に登録している介護サービス相談員 

記録情報の収集方法 介護サービス相談員からの情報 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
個別避難計画 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
災害時の避難支援、安否確認 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.メールア

ドレス、7.住居状況、8.緊急連絡先、9.かかりつけ医、10.介護認定状

況、11.障がい情報、12.避難予定場所、13.避難支援者 

記録範囲 本人及び親族からの申請 

記録情報の収集方法 災害対策基本法及び地域防災計画に基づく対象者 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

自治会長、警察署、民生委員 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護保険システム 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護保険法に基づく事務 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.続柄、6.識別番号、

7.7.資格情報、8.賦課情報、8.8.納付情報、9.認定情報、9.10.受給情

報、11.給付情報、10.12.送付先情報、13.口座情報、11.14.折衝記録 

記録範囲 介護保険被保険者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

特別徴収義務者（厚生労働大臣、地方公務員共済組合連合会他）、他市町

村担当課（介護保険・税務）、福岡県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
臨時的措置 有効期間延長リスト 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
新型コロナウイルスの影響で訪問調査が困難な方の有効期間延長 

記録項目 
1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.要介護度、5.認定期間、6.認定

日、7.認定状態、8.被保険者番号 

記録範囲 
要介護認定をお持ちの方で認定の更新時期に新型コロナウイルスの影響

で訪問調査が困難なため、認定期間延長申出書を提出された被保険者。 

記録情報の収集方法 

介護保険 要介護・要支援認定 有効期間延長の申出書（本人・家族・

居宅介護支援事業所・地域包括支援センター ）、アクロシティ（住民情

報システム）、アイラビット（介護認定支援システム） 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市敬老祝品支給事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

高齢者に対して長寿を祝い、長年の功績に感謝するため、節目にあたる

77 歳、88歳、99 歳、100 歳以上の方を対象として祝品を支給するため

に、対象者の名簿一覧を作成し利用する。 

記録項目 1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所 

記録範囲 

令和 5年 4月 1日から令和 5年 9月 1日までの間引き続き本市に居住

し、住民基本台帳法(昭和 42年法律第 81 号)の規定による住民基本台帳

に記録されている者であって、令和 5年 4月 1 日から令和 6年 3月 31 日

までの間に、77 歳、88歳、99歳、100 歳以上の年齢に達する者。 

記録情報の収集方法 Acrocity により対象者を抽出する 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

シフトプラス株式会社 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市地域包括支援センター運営協議会委員名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
協議会出席に伴う報酬等支払事務及び協議会開催に係る通知等のため 

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.職業・職歴、5.口座番号 

記録範囲 飯塚市地域包括支援センター運営協議会委員 

記録情報の収集方法 本人からの委員就任に係る承諾書及び請求委任状の提出によるもの 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護認定審査会管理簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護保険認定事務における認定審査会委員の管理を行うため 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.住所、4.電話番号、5.職業・職歴、6.口座番号、7.

勤務先、8.勤務先住所、9.平日休診、10.マイナンバー 

記録範囲 

（一社）飯塚医師会、（一社）飯塚歯科医師会医、（一社）飯塚薬剤師

会、（一社）福岡県理学療法士会（公社）福岡県作業療法協会、（公

社）福岡県介護福祉士協会（一社）福岡県精神保健福祉士協会、嘉飯桂

地区老人福祉施設協議会筑豊ブロック介護老人保健施設、（一社）福岡

県医療ソーシャルワーカー協会 

記録情報の収集方法 審査会委員本人 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
介護保険受付台帳 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
介護保険申請者をシステムで管理 

記録項目 
1.氏名、2.意見・要望、3.病歴、4.被保険者番号、5.主治医、6.申請

者、7.申請区分、8.扶助、9.適用除外 

記録範囲 介護認定の申請をされている方 

記録情報の収集方法 
住民情報システム 要介護認定申請書 本人 家族 居宅介護支援事業

所 地域包括支援センターからの提供保険証の提示 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
陶芸教室受講者名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
受講決定・却下通知書の送付及び受講者の把握等を行うため 

記録項目 1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号 

記録範囲 受講申込者 

記録情報の収集方法 受講の申込によるもの 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
☆総合事業受付表・送付文書（自動保存済み）R5,4,19～ 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
総合事業申請者管理のため 

記録項目 
1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.電話番号、5.続柄、6.被保険者

番号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 
本人、親族、担当包括、、居宅介護支援事業所、アクロシティ（住民情

報システム）、アイラビット（介護認定支援システム） 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

地域包括支援センター 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
外部委託一覧 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
要介護認定訪問調査を外部に委託するための管理簿 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.被保険者番号、6.入所

施設 

記録範囲 要介護認定申請者の中で訪問調査を外部に委託したもの 

記録情報の収集方法 アクロシティ（住民情報システム）、要介護認定申請書 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

調査委託先企業、個人事業主 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市高齢社会対策推進協議会委員名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
協議会出席に伴う報酬等支払事務及び協議会開催に係る通知等のため 

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.職業・職歴、5.口座番号 

記録範囲 飯塚市高齢社会対策推進協議会委員 

記録情報の収集方法 本人からの委員就任に係る承諾書及び請求委任状の提出によるもの 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）入居者名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）入居者の緊急時対応及び生活

援助員派遣に係る自己負担金の決定等のため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.電話番号、5.住居状況、6.収入

状況、7.病歴、8.血液型、9.保険証、10.身体障害者手帳の取得有無、

11.親族等の緊急連絡先、12.協力員の連絡先 

記録範囲 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）入居者及び入居者の協力員等 

記録情報の収集方法 生活援助員派遣申出書の提出によるもの 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

飯塚市社会福祉協議会・周南マリコム株式会社 サスケセンター福岡（福

岡営業所） 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
地図貸出リスト 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

介護認定の申請をして、自宅での訪問調査を希望した人の自宅住所の地

図を委託先企業に貸出すため 

記録項目 1.氏名、2.被保険者番号 

記録範囲 
要介護認定申請した人の中で自宅調査を希望し、なおかつ調査を外部に

委託した人 

記録情報の収集方法 アクロシティ（住民情報システム）、要介護認定申請書類 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

訪問調査委託先企業、個人 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
03 調査受託一覧 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

飯塚市以外の保険者（以下、他保険者）の要介護認定申請のうち飯塚市

で訪問調査を行うために他保険者より委託を受けたものの管理のため 

記録項目 1.氏名、2.住所、3.委託先市町村名、4.調査施設簿名 

記録範囲 
他保険者の要介護認定申請者のち、飯塚市で訪問調査を行うために他保

険者より受託したもの。 

記録情報の収集方法 他保険者からの要介護認定申請書 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市地域包括ケアシステム推進会議委員名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
委員名簿 

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.所属団体名及び役職 

記録範囲 飯塚市地域包括ケアシステム推進会議委員 

記録情報の収集方法 

次に掲げる者の内から各団体の推薦による。 

(1) 医療関係者 

(2) 介護関係者 

(3) 住まい・予防・生活支援の関係者 

(4) 行政機関の職員 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  



 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市認知症ケア会議委員名簿 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
委員名簿 

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.所属団体名及び役職 

記録範囲 飯塚市認知症ケア会議委員 

記録情報の収集方法 

次に掲げる者の内から各団体の推薦による。 

(1)医療関係者 

(2)介護関係者 

(3)住まい・予防・生活支援の関係者 

(4)行政機関の職員 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  



 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
飯塚市高齢者運転免許証自主返納支援事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

高齢者による交通事故の減少を図るため、自ら運転免許証を返納した高

齢者に対する支援決定事務のために利用する。 

記録項目 1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.電話番号 

記録範囲 
住民基本台帳に記録されている者で、かつ、免許証を自主返納をした日

において 65 歳以上の者。 

記録情報の収集方法 自主返納した６５歳以上の者の申請による。 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
令和 5年度新 100 歳高齢者調査 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

福岡県が「老人の日・老人週間」行事の一環として、県内在住の新 100

歳の高齢者に対し、祝状及び記念品を贈呈する事業において、飯塚市在

住の新 100 歳のデータを県に提供するために対象者一覧を作成する。 

記録項目 1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.本籍・国籍 

記録範囲 
飯塚市に在住する、大正 12 年 4 月 1 日～大正 13年 3月 31 日までの出生

者。 

記録情報の収集方法 Acrocity により対象者を抽出する 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

県 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
令和 5年度 107 歳以上高齢者調査 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 

「国内最高齢調査（国）」の回答をするために、福岡県が実施する 107

歳以上高齢者調査において、飯塚市在住の 107 歳以上のデータを県に提

供するために対象者一覧を作成する。 

記録項目 1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所 

記録範囲 飯塚市に在住する大正 6年 3月 31 日以前の出生者 

記録情報の収集方法 Acrocity により対象者を抽出する 

要配慮個人情報の有無 □ 含む    ■ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

県 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
障がい者控除対象者認定事業 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利

用目的 
障がい者控除対象者認定事務のために利用する。 

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

認知症高齢者自立度、8.障がい高齢者自立度 

記録範囲 

65 歳以上で、飯塚市に住所を有し、介護保険法第 19 条第 1項に規定する

要介護認定を受けている者、飯塚市において同法第 19条第 1項に規定す

る要介護認定を受けている者。 

記録情報の収集方法 本人及び委任を受けた者よりの申請による。 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

無 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

□ 有   ■ 無 
■ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 


